
鴻巣市告示第１５号  

 

鴻巣市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金給付事業実施要綱

を次のように定める。  

 

  令和８年１月２７日  

 

                 鴻巣市長 並 木 正 年     

 

   鴻巣市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金給付事業

実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この告示は、エネルギーや食料品の価格等の物価高騰の影響を受

けている障害福祉サービス事業等を行う者（以下「事業者」という。）

に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的として実施する鴻巣市障

害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金給付事業（以下「本事業」

という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

⑴ 鴻巣市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金 本事業の目

的を達するために、市によって贈与される支援金（以下「支援金」と

いう。）をいう。  

 ⑵  障害福祉サービス事業等 別表の左欄に掲げる事業をいう。  

（給付対象者）  

第３条 支 援 金 の 給 付 の 対 象 と な る 事 業 者 （ 以 下 「 給 付 対 象 者 」 と い

う。）は、令和７年１０月１日時点において、市内で障害福祉サービス

事業等を提供する事業所等であって、かつ、第５条の規定による申請時

に運営しているもの（以下「給付対象事業所」という。）を有している



事業者とする。  

（支援金の額）  

第４条 支援金の額は、別表の左欄に掲げる事業所等の区分に応じ、同表

の右欄に掲げる額とする。  

（支援金の申請及び請求）  

第５条 支援金の給付を受けようとする給付対象者（以下「申請者」とい

う。）は、その運営する給付対象事業所が該当する別表の左欄に掲げる

事業所等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる申請書兼請求書を令和８年

３月１３日までに市長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定による申請及び請求において、運営する給付対象事業所が

２以上あるときは、申請者は、当該給付対象事業所ごとに申請及び請求

を行うものとする。  

（給付決定等）  

第６条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内

容を審査し、支援金の給付の可否を決定したときは、鴻巣市障害福祉サ

ービス事業所等物価高騰対策支援金給付決定・却下通知書（様式第２

号）により申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、前項の規定により支援金の給付を決定したときは、申請者に

対し、速やかに支援金を給付するものとする。  

（給付決定の取消し及び返還）  

第７条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の給付を受

けたときは、支援金の給付の決定を取り消すものとする。この場合にお

いて、既に支援金が給付されているときは、当該支援金の返還を命ずる

ものとする。  

（その他）  

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この告示は、公布の日から施行する。  

（この告示の失効）  



２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同

日までに第５条の規定による申請及び請求をした者に対するこの告示の

規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。  

別表（第２条、第４条及び第５条関係）  

事業所等の区分  申請書兼請求書の名称  支援金の額  

１ 次のいずれかに該当

する事業を行う事業所

等  

⑴ 障害者の日常生活

及び社会生活を総合

的に支援するための

法律（平成１７年法

律第１２３号。以下

「 障 害 者 総 合 支 援

法」という。）第５

条第１０項の施設入

所支援  

⑵ 障害者総合支援法

第５条第１８項の共

同生活援助  

鴻巣市障害福祉サービ

ス事業所等物価高騰対

策支援金給付申請書兼

請求書（大型入所施設

又 は グ ル ー プ ホ ー ム

用）（様式第１号）  

事業所等の定員の

数に４，３２０円

を乗じて得た額  

２ 次のいずれかに該当

する事業を行う事業所  

⑴ 障害者総合支援法

第５条第７項の生活

介護、同条第１２項

の自立訓練、同条第

１３項の就労選択支

援、同条第１４項の

就労移行支援又は同

条第１５項の就労継

続支援  

⑵ 児童福祉法（昭和  

 ２２年法律第１６４

号）第６条の２の２

鴻巣市障害福祉サービ

ス事業所等物価高騰対

策支援金給付申請書兼

請求書（通所系事業所

用 ） （ 様 式 第 １ 号 の

２）  

１ 事 業 所 に つ き  

７４，５２０円  



第２項の児童発達支  

援又は同条第３項の  

放課後等デイサービ

ス  

３ 次のいずれかに該当

する事業を行う事業所

（⑴に掲げる事業を行

う事業所のうち、鴻巣

市介護サービス事業所

等物価高騰対策支援金

給付事業実施要綱（令

和８年鴻巣市告示第１

４号。以下「介護事業

所等要綱」という。）

の給付対象事業所の算

定の基礎となった事業

所は除く。）  

⑴ 障害者総合支援法

第５条第２項の居宅

介護、同条第３項の

重度訪問介護、同条

第４項の同行援護又

は同条第５項の行動

援護  

⑵ 障害者総合支援法

第５条第１９項の相

談支援又は児童福祉

法第６条の２の２第

６項の障害児相談支

援  

鴻巣市障害福祉サービ

ス事業所等物価高騰対

策支援金給付申請書兼

請求書（訪問系事業所

又は相談系事業所用）

（様式第１号の３）  

１ 事 業 所 に つ き  

２２，６８０円  

４ 次のいずれかに該当

する事業を行う事業所  

（この表の第１項から

第３項までのいずれか

に該当する事業を行う

鴻巣市障害福祉サービ

ス事業所等物価高騰対

策支援金給付申請書兼

請求書（訪問系事業所

又は相談系事業所用）  

１ 事 業 所 に つ き  

２２，６８０円  



事業所等又は介護事業

所等要綱の給付対象事

業所の算定の基礎とな

った事業所は除く。）

⑴ 鴻 巣 市 障 害 児 

（者）生活サポート  

助 成 事 業 実 施 要 綱

（平成１０年鴻巣市

告示第１０２号）第

３条の登録団体  

⑵ 鴻巣市障害者等移

動支援助成事業実施

要項（平成１８年鴻

巣 市 告 示 第 ２ ５ １

号）第３条の登録団  

  体    

備考 同一の法人が、同一の事業所等において、障害者総合支援法第５

条第７項の生活介護及び同条第１０項の施設入所支援を実施している

場合は、当該事業所等については、この表の第１項右欄に掲げる支援

金の額のみを給付するものとする。  


